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リース会計基準の年度内改正見送りへ
地方税含めリース税制に関する議論も令和7年度改正以降に

税 務 会 計

　ASBJは国際的な整合性の観点等から日
本のリース会計基準を見直し、借り手側に
おけるオペレーティング・リース取引につ
いて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理を廃止する方向で検討を進めて
いる。また、リース取引に係る延払基準の
廃止等についても検討している。2023年5
月2日に企業会計基準公開草案第73号
「リースに関する会計基準（案）」等（以
下、新リース会計基準）を公表、9月以降、
公開草案に寄せられたコメントを踏まえ、
リース会計専門委員会を含め、精力的に議
論を重ねてきたが、処理すべき課題が多い
ことから、年度内の成案公表は難しいとの
判断に至ったことが本誌取材により判明し
た。
　ASBJは、公開草案において最速で2023
年度中に新リース会計基準の成案公表、
2026年度から適用、さらには2024年度か

ら早期適用も可能との方針を示していたと
ころ。来年度から早期適用される可能性も
あるとなれば、税制上の取扱いも令和6年
度税制改正で決着させておかなければ間に
合わないことになる。そこで経済産業省
は、税会不一致による新たなシステム投資
の必要性、申告作業の複雑化等を懸念し、
8月の税制要望において、リース会計基準
が変更される場合には、変更に伴う企業の
負担ができるだけ生じないようにする等、
リース税制の見直しを求めていた。
　しかし、上記の通り、経済産業省の税制
改正要望には「会計基準が変更される場合
には」との条件が付いており、ASBJにお
ける議論が遅れるのであれば、2024年度
の任意適用はなく、急いで令和6年度税制
改正で法人税・消費税等の手当てする必要
もなくなる。これに伴い、令和6年度税制
改正に向けた議論がスタートした自民党税
制調査会の経済産業部会の税制改正要望に
も、リース税制に関する記述が盛り込まれ
ていないことが確認されている。
　要望がない以上、令和6年度税制改正で
はリース税制について何も起きず、議論は
令和7年度税制改正以降に持ち越しとな
る。これは地方税についても同様。企業サ
イドとしては、ひとまずホッと一息といっ
たところだろう。

ASBJ、リースに関する会計基準の
見直しについて、年度内の成案公
表を断念。

これに伴い、税会一致等のための
リース税制の見直しを令和6年度
税制改正で行う必要もなくなり、
地方税含め、議論は令和7年度改
正以降に持ち越し。企業サイドか
らは安堵の声。
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